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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年７月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年３月２６日 １３時０５分ごろ 

発生場所 広島県廿日市
は つ かい ち

市厳
いつく

島大鳥居北方沖 

亀石
かめいし

灯標から真方位０７９°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１７.９′ 東経１３２°１９.１′） 

事故の概要 旅客船兼自動車渡船ななうら丸は、漂泊中、風を受けて圧流され、

浅所に乗り揚げた。 

ななうら丸は、船首プロペラ軸軸封装置に破損を生じた。 

事故調査の経過  令和６年３月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船兼自動車渡船 ななうら丸、２６８トン 

 １４２７０３、ＪＲ西日本宮島フェリー株式会社（Ａ社） 

 ３８.１５ｍ×１０.００ｍ×３.８７ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２８年６月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５１歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１８年１２月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 令和３年２月２５日 

免状有効期間満了日 令和８年２月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首プロペラ軸軸封装置に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約３０cm、潮汐 下げ潮の中期、潮高 約２０８cm 

（１３：００ 広島） 

 広島県廿日市市には、３月２６日０４時０８分に強風注意報及び波

浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、令和６年３月２６日１２時１０分ごろ、廿日市市宮島
みやじま

口桟

橋に向け、同市宮島桟橋を離桟しようとしたところ、船尾操舵室の主

機回転数とＣＰＰ翼角を連動して操縦するハンドル（以下「速度ハン

ドル」という。）の「ポテンション断線」警報が出て、速度ハンドル
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が使用できなくなった。 

本船は、両頭船で、宮島口側を船首、宮島側を船尾としており、船

長が船尾操舵室で旅客の乗船状況の確認及びランプドアの操作等を 

行っていた。 

船長は、旅客を下船させて、Ａ社に不具合が生じたことを報告する

とともに、機関長に速度ハンドルが使用できないことを伝えた。機関

長は、速度ハンドルの制御系をリセットしたところ、速度ハンドルが

使用できるようになった。 

Ａ社は、本船を営業運航から外して、宮島桟橋のＤ面に係留してい

たみやじま
．．．．

丸を営業運航することとし、また、本船の状況確認及び支

援の目的でＡ社社員（以下「社員Ａ」という。）ほか１人を本船に派

遣した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ 宮島桟橋の桟橋面 

 

本船は、船長及び機関長が乗り組み、社員Ａほか１人を乗せて、宮

島沖で速度ハンドルでの操縦試験を行う目的で、１２時３０分ごろ宮

島桟橋のＢ面を離桟した。 

本船は、速度ハンドル以外に、主機回転数、ＣＰＰ翼角をそれぞれ

船首操舵室及び船尾操舵室から操縦することができた。 

船長は、宮島口桟橋と宮島桟橋の中間海域及びその西方の海域にお

いて速度ハンドルでの操縦試験を実施し、速度ハンドルで操縦できる

ことを確認した。 

船長は、遠隔操縦装置の製造者による不具合の確認等を行う目的で

宮島桟橋のＤ面に本船を着桟させることとし、みやじま
．．．．

丸が同面を離

桟するまで、基準航路下りＡ（付図１参照）の宮島桟橋へ東北東進す

る航路の宮島側の海域（以下「本件海域」という。）で待機すること

とした。 

船長は、宮島桟橋に他船が着桟している場合、宮島桟橋に近い本件

海域で本船を漂泊させ、待機することがあった。 

本船は、１２時５５分ごろ宮島桟橋の南南西約３００ｍ付近に到着

し、レーダーを作動させ、機関中立とし、船尾方から風を受ける状態

で、船尾を宮島桟橋（北北東）方に向けて漂泊を開始した。 

船長ほか３人は、船尾操舵室に集まり、みやじま丸の離着桟の状況

に意識を向けて、速度ハンドルの不具合等について話をしていた。 

Ｄ面 Ｅ面

Ｂ面 
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船長は、レーダーによる船位の確認を行っていなかった。（図２参

照） 

            宮島桟橋側 

 

  

 

 

 

図２ 本事故時の船尾操舵室の乗船者の配置 

 

社員Ａは、右舷（操舵室が向いている方向から見て右方向）側を見

て、宮島の建物が近くなっていることを認めて「近い」と声をあげ

た。 

 船長は、社員Ａの声を聞いて、機関を前進（操舵室が向いてる方

向）としてプロペラは回ったものの、本船が動かず、１３時０５分ご

ろ船尾を宮島桟橋に向けた状態で浅所に乗り揚げたことを知った。 

船長は、本事故の発生をＡ社に報告し、Ａ社が海上保安庁及び運輸

局に通報した。 

船長は、船体の損傷状況等を調査し、船首プロペラ軸軸封装置から

船首軸室内に少量の浸水を認めたが、同軸封装置の緊急シールを作動

させて浸水を止めた。 

本船は、２０時０７分ごろタグボートにより浅所から引き出された

のち、自力で航行して、２０時１９分ごろ宮島桟橋Ｄ面に着桟した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 一般配置図、付図３ 船尾

操舵室 操船コンソール等 参照） 

 その他の事項 (1) 喫水に関する情報 

本船の喫水は、船首、船尾共に約２.６４ｍであった。 

(2) 船長等の本件海域での漂泊中の危険認識に関する情報 

 船長は、船尾方から風を受けていたのは認識していたが、ふだ

ん本件海域で漂泊した際に風を受けて圧流される等の危険を感じ

たことがなかったので、本事故時も風を受けて大鳥居付近まで圧

流されるとは思っていなかった。 

 Ａ社担当者は、風を受ける状態で、船位を確認することなく、

本件海域で漂泊を続けて乗り揚げる事故が発生するとは思ってい

なかった。 

(3) 船長等の気象海象の認識等に関する情報 

   船長は、３月２６日に強風注意報が発表されていること及び風

が強くなることを知っていた。 

   船長は、風速が８m/s 程度であれば、大きな影響を受けることな

くふだん
．．．

どおりに運航できると思っていた。 

レーダー 操船コンソール 
パソコン 

（警報等） 

社員Ａ 船長 機関長 
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   Ａ社担当者は、３月２６日の朝、白波が少し立っていたのを見

て、風がやや強いと思ったが、特に注意（安全管理規程の運航基

準の発航中止の風速に達する等）を要する気象海象とは思ってお

らず、朝の点呼の際、Ａ社の船長に対して、気象海象について特

段の注意等は行わなかった。 

   Ａ社担当者は、強風注意報及び波浪注意報が発表されているこ

とを知らなかった。 

(4) 安全管理規程に関する情報 

   Ａ社が定めた安全管理規程の運航基準において、港内及び航路

上で風速が１５m/s 以上、波高１.５ｍ以上、視程５００ｍ以下の

いずれか一つに達するおそれがあると認めるときは、発航、航行

及び入港を中止しなければならないとされており、船長及びＡ社

担当者は、これを認識していた。 

(5) 船長の乗船履歴に関する情報 

   船長は、平成２１年２月に入社し、操船訓練等を行ったのち、

同年４月からＡ社所有の船舶に船長として乗船していた。 

(6) Ａ社での事故等の発生状況等に関する情報で 

   Ａ社が所有する船舶が関連する事故等で、運輸安全委員会が報

告書を公表した事故等は３件であり、そのうち本船が関連した事

故等は２件（座洲、運航不能）であった。座洲の概要は、次のと

おりであった。 

   本船は、令和２年２月１３日、濃霧注意報が発表され視界制限

状態の中、霧が晴れ始めたので、船首目標である建物が見えてく

ると思い、目視のみで見張りを行って航行し、大鳥居の北方に座

洲した。 

   Ａ社は、同座洲ののち、Ａ社所有の船舶のレーダーに基準航路

を設定し、視界制限状態では、基準航路より宮島側を航行しない

よう指導するとともに、視界制限状態での操船訓練を実施した。

（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ａ社所有の船舶のレーダー画面 

 

   Ａ社は、本件海域で漂泊する場合に注意すべき事項等を検討し

基準航路下りＡ 

宮島口桟橋 

宮島桟橋 
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ていなかった。 

(7) その他安全に関する情報 

   速度ハンドルのポテンショメーターは、建造時以来７年間交換

されていなかった。 

   Ａ社が持っていた遠隔操縦装置の取扱説明書には、速度ハンド

ルのポテンショメーターの交換時期（推奨）の記載がなく、ま

た、同装置製造者の担当者から交換時期（推奨）が提示されたこ

ともなかった。 

   同装置製造者の担当者は、本事故後に調査したところ、同装置

製造者が、速度ハンドルのポテンショメーターの交換時期（推

奨）を５年としていることが分かった。 

   Ａ社は、本事故後、速度ハンドルのポテンショメーターを交換

した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

(1) 事故発生に関する分析 

   本船は、強風注意報が発表されている中、船尾方から風速約８

m/s の風を受ける状況下、船長が、前方のみやじま
．．．．

丸の離着桟の状

況に意識を向けて、目視、レーダー等による船位の確認を行わず

に漂泊を続けたことから、圧流されていることに気付かず、大鳥

居方に圧流され続けて浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

   船長は、ふだん本件海域で漂泊した際、風を受けて圧流される

等の危険を感じたことがなく、本事故時も圧流による危険を感じ

ていなかったことから、目視、レーダー等による船位の確認を行

わなかったものと考えられる。 

(2) 本件海域での乗揚等の危険認識の分析 

   船長及びＡ社は、次の点から、本件海域における乗揚等の危険

認識が十分でなかったものと考えられる。 

・船長は、船尾方から風を受けていた状況にあったものの、大鳥

居付近まで圧流されるとは思わず、船位の確認を行うことなく

漂泊を続けたこと。 

・Ａ社は、令和２年の座洲以降、レーダーに基準航路を設定し、

視界制限状態では、本件海域を航行しないよう指導していた

が、本件海域で漂泊等する場合の注意事項を検討することな

く、本件海域での漂泊等を認めていたこと。 

(3) その他安全に関する事項の分析 

   Ａ社は、遠隔操縦装置の取扱説明書に速度ハンドルのポテン 

ショメーターの交換時期（推奨）の記載がなかったこと等から、
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同ポテンショメーターを、建造時以来７年間使用していたものと

考えられる。 

原因 本事故は、本船が、強風注意報が発表されている中、船尾方から風

速約８m/s の風を受ける状況下、船長が、前方のみやじま
．．．．

丸の離着桟

の状況に意識を向けて、目視、レーダー等による船位の確認を行わず

に漂泊を続けたため、圧流されていることに気付かず、大鳥居方に圧

流され続けて浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の再発防止策を行うこととし、Ａ社の乗組員

に周知した。 

・本件海域への侵入を禁止する。 

・桟橋に他船が着桟していて待機する場合、原則、桟橋の他の面に

船首又は船尾部を付けて待機することとし、桟橋に付けることが

できなければ、宮島口桟橋と宮島桟橋の間の海域の中央付近で待

機する。 
・自船の船位のみならず他船の船位にも注意を向け、Ａ社全体で安

全を確認する。 
今後の同種事故の再発防止等に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

(1) 同種事故の再発防止策 

・旅客船の運航者は、乗揚等の危険性がある海域を検証し、採

るべき対策を取りまとめて乗組員に周知し、対策を実施する

よう指導すること。 

   ・乗組員は、運航者が取りまとめた対策を理解し、実施するこ

と。 

(2) その他安全に関する事項の対策 

・船舶所有者は、主機遠隔操縦装置等の離着桟時に使用する重

要な装置については、同装置の主要部品を、同装置の製造者

が推奨する時期までに交換すること。なお、同装置の取扱説

明書に交換時期（推奨）が記載されていない場合には、同装

置の製造者と協議の上、交換時期（推奨）を定めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 広島県 
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本事故発生場所 

（令和６年３月２６日 

 １３時０５分ごろ発生） 

本件海域 
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付図２ 一般配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 船尾操舵室 操船コンソール等 
                                      速度ハンドル 
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